
　

福岡県公安委員会

旅客の運送の用に供する
自動車が停車又は駐車を
する乗合自動車の停留所
の名称

所在地
停車又は駐車をする一般旅
客自動車運送事業用自動車
等の範囲

最左欄の停留所における
左欄の停車又は駐車が道
路又は交通の状況により支
障がないものとなるようにす
るため必要と認める事項

利用期間 合意状況

黒木中学前（東向き） 福岡県八女市黒木町北木屋１１０‐１先

瀬戸峠（南向き） 福岡県八女市黒木町北木屋４５９先　

下木屋（東向き） 福岡県八女市黒木町北木屋７４０‐３先　

木屋橋（南向き） 福岡県八女市黒木町北木屋１６９０‐１先

東砂田原（東向き） 福岡県八女市黒木町木屋１８９０‐４先

旧木屋校前（東向き） 福岡県八女市黒木町木屋２４７２先

桜の里前（東向き） 福岡県八女市黒木町木屋２８８５‐１先

馬渡（東向き） 福岡県八女市黒木町木屋３７９８‐１先

原（南向き） 福岡県八女市黒木町木屋４０６５先　

光源寺前（南向き） 福岡県八女市黒木町木屋４２２２‐１先　

平橋（南向き） 福岡県八女市黒木町木屋４５４４‐６先

下ノ払（南向き） 福岡県八女市黒木町北大淵８３２３先

本田（南向き） 福岡県八女市黒木町大淵４９２４‐１先　

渡り上り（南向き） 福岡県八女市黒木町大淵４０９５‐７先

城ノ原（東向き） 福岡県八女市黒木町大淵３９４９先

久保（東向き） 福岡県八女市黒木町大淵３０８３‐１先

　 八女市における道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４４条第２項第２号の規定に基づく乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停
車又は駐車に関する関係者の合意内容については、下表のとおりである。

　 八女市地域公共交通協議
会が運行を依頼した一般貸
切（乗用）旅客自動車運送事
業による乗合旅客自動車運
送事業（道路運送法第21条
第2項に規定する実証運行業
務に限る。）の用に供する乗
車定員１１名以上の自動車に
限る。

　 最左欄の停留所における
左欄の停車又は駐車は、左
欄に係る運行時間内に限る
ものとする。

　令和６年４月１
日から実証運行
期間終了までに
限る。

　八女市地域公共交
通会議を経て、令和
６年３月１４日合意
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桑鶴（東向き） 福岡県八女市黒木町大淵２７０２先

花巡（北向き） 福岡県八女市黒木町大淵２４９２‐２先

仏石（東向き） 福岡県八女市黒木町大淵２４０１先

下堀迫（北向き） 福岡県八女市黒木町大淵１７７６‐２先

堀迫（東向き） 福岡県八女市黒木町大淵１７７２‐２先

上堀迫（南向き） 福岡県八女市黒木町大淵１６２１‐１先

下月足（南向き） 福岡県八女市黒木町大淵１１８３先

月足（南向き） 福岡県八女市黒木町大淵１１２４‐１先

上月足（南向き） 福岡県八女市黒木町大淵６２１‐１先

ダム入口（南向き） 福岡県八女市黒木町大淵１４００１先

日向神（東向き） 福岡県八女市矢部村矢部３１先

鶴橋（東向き） 福岡県八女市矢部村矢部５４２‐２先

谷野（南向き） 福岡県八女市矢部村矢部８７４‐１先

西園橋（南向き） 福岡県八女市矢部村矢部１０６７‐２先

飯干（東向き） 福岡県八女市矢部村矢部２７１０‐１９先

笹又橋（北向き） 福岡県八女市矢部村矢部３０２０先

鬼塚（東向き） 福岡県八女市矢部村北矢部１１２５３‐２先

石川内（南向き） 福岡県八女市矢部村北矢部１１０４７‐２先

　 最左欄の停留所における
左欄の停車又は駐車は、左
欄に係る運行時間内に限る
ものとする。

　令和６年４月１
日から実証運行
期間終了までに
限る。

　八女市地域公共交
通会議を経て、令和
６年３月１４日合意

　 八女市地域公共交通協議
会が運行を依頼した一般貸
切（乗用）旅客自動車運送事
業による乗合旅客自動車運
送事業（道路運送法第21条
第2項に規定する実証運行業
務に限る。）の用に供する乗
車定員１１名以上の自動車に
限る。
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中村（南向き） 福岡県八女市矢部村北矢部１１００１先

宮ノ尾橋（東向き） 福岡県八女市矢部村北矢部１０５２８先

矢部支所前（東向き） 福岡県八女市矢部村北矢部１０４９９‐１先

宮ノ尾（南向き） 福岡県八女市矢部村北矢部１０４８７‐１先

福取（南向き） 福岡県八女市矢部村北矢部１０４０５先　

ゆいのもり入口（南向き） 福岡県八女市矢部村北矢部１０１７８‐３先

稲付（東向き） 福岡県八女市矢部村北矢部１０１７８‐３先

中間川（南向き） 福岡県八女市矢部村北矢部９５１４先

下柴庵（南向き） 福岡県八女市矢部村北矢部９４２１先

　 八女市地域公共交通協議
会が運行を依頼した一般貸
切（乗用）旅客自動車運送事
業による乗合旅客自動車運
送事業（道路運送法第21条
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